
燃料電池自動車等導入促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 宮城県（以下「県」という。）は、燃料電池自動車の普及を促進することにより、環境負

荷の低減及び災害対応能力の強化など複合的な効果が見込まれる水素エネルギーの利活用推進

を図るため、燃料電池自動車又は外部給電器を導入する者に対し、導入に要する経費の一部と

して、予算の範囲内において燃料電池自動車等導入促進事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第 

３６号。以下「交付規則」という。）に定めるもののほか、この要綱で定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって発電した電気により駆動される電動機

を原動機とし、内燃機関を併用しない自動車で、当該自動車に係る道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第６０条第１項の規定による自動車検査証（以下「自動車検

査証」という。）に燃料が圧縮水素であることが記載されているもの。 

（２） 外部給電器 燃料電池自動車に搭載された燃料電池で発電された電気を建物等燃料電

池自動車の外部へ供給する機能を有する機器。 

（３） リース契約 燃料電池自動車又は外部給電器（以下「燃料電池自動車等」という。）

の貸主が、当該燃料電池自動車等の借主に対し、当事者間で合意した期間にわたり当該

燃料電池自動車等を使用収益する権利を与え、借主は、当該燃料電池自動車等の使用料

を貸主に支払う契約。 

（４） 割賦販売 燃料電池自動車等の所有者である売主が、当該燃料電池自動車等の買主に

対し、当事者間で合意した期間にわたり月賦、年賦その他の割賦の方法により分割して

当該燃料電池自動車等の販売代金を買主から受領し、かつ、当該代金の全部の支払の義

務が履行される時まで当該燃料電池自動車等の所有権が売主に留保されることを条件

に、当該燃料電池自動車等を販売すること。  

 

（補助事業等） 

第３条 この要綱において、補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）とは、補助

対象となる燃料電池自動車等（以下「補助対象自動車等」という。）を購入する事業をいう。

ただし、外部給電器の購入については、第２項第１号に掲げる法人が外部給電器と燃料電池自

動車を同時に購入する場合又は燃料電池自動車を所有している場合で、当該外部給電器と当該

燃料電池自動車とを接続して用いる場合に限り対象にするものとする。 

２ 補助金の申請を行うことができる者は、補助事業を行う者であって、かつ、補助対象自動車

等の所有者（燃料電池自動車の場合、自動車検査証上の所有者をいう。）となる者（割賦販売

により補助対象自動車等を購入する場合又はリース契約により使用する場合は、当該補助対象

自動車等の使用者（燃料電池自動車の場合、自動車検査証上の使用者をいう。））であって、

次の各号に掲げる全ての要件に適合するものでなければならない。 

 （１） 県内に引き続いて１年以上住所を有する個人又は県内に引き続いて１年以上事務所又

は事業所を有する法人（個人事業主を含み、国及び独立行政法人を除く。）若しくは法

人以外の団体のいずれかであること。 



 （２） 全ての県税に未納がないこと。 

 （３） 補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること。 

 

（補助対象自動車等の要件）  

第４条 補助対象自動車等は、別表第１に定める要件の全てに適合するものとする。  

 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象自動車等の区分に応じ、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１） 燃料電池自動車 車両の本体価格（消費税及び地方消費税は除く。） 

 （２） 外部給電器 機器の本体価格（消費税及び地方消費税は除く。） 

 

（補助額の算出方法等） 

第６条 補助事業に対する補助額は、補助対象自動車等の区分に応じ、次の各号に掲げるとおり

とする。 

 （１） 燃料電池自動車 補助対象経費と燃料電池自動車の仕様（以下「銘柄」という。）に

応じて定めた基準額の差額に３分の１（県内の地方公共団体が当該燃料電池自動車の使

用者となる場合は３分の２）を乗じた額以内とし、銘柄ごとの基準額及び補助限度額は、

別表第２に掲げるとおりとする。 

 （２） 外部給電器 補助対象経費に６分の１を乗じた額以内とし、補助限度額は、別表第２

に掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が

当該補助対象自動車等の製造者又は知事がこれと同等と認めた者である場合には、別表第３に

定める方法により、利益等を排除した額を補助対象経費として、補助額を決定するものとす

る。 

３ 前２項の規定により算出した補助額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨

てるものとする。 

 

（交付の申請）  

第７条 申請者は、交付規則第３条の規定に基づき、別に定める期日までに、様式第１号交付申

請書兼実績報告書に、別表第４に掲げる添付書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 交付申請書兼実績報告書及び添付書類（以下「交付申請書等」という。）に不備があるとき

は、当該不備に係る補正が完了した時点で提出がなされたものとする。 

３ 提出された交付申請書等に係る補助金の額の合計が予算の総額に達したときは、知事は、第

１項に規定する期日にかかわらず、予算の総額を超えた日をもって受付を停止するものとし、

予算の総額を超えた日に到着した交付申請書等は、同時に到着したものとみなし、抽選によっ

て受理する交付申請書等を決定するものとする。 

 

（決定の通知・額の確定） 

第８条 知事は、交付申請書等を受理したときは、その内容を審査し、交付申請書等の内容が補助金

交付の要件に適合すると認められるときは、予算の範囲内で先着順に、交付の決定及び交付すべき

補助金の額の確定をし、様式第２号交付決定兼補助金額確定通知書により補助金の交付を受けるこ

ととなった申請者（以下「補助事業者」という。）宛てに通知するものとする。 

２ 補助金の交付をしないときは、様式第３号不交付決定通知書により申請者宛てに通知するも



のとする。  

 

（交付の条件） 

第９条 交付規則第５条の規定により付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１） 補助事業の内容の変更をする場合においては、知事の承認を受けること。 

 （２） 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

 （３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、速やかに、知事に報告してその指示を受けること。 

 （４） 補助事業者は、知事が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、報告を求め

又は現地調査等を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じること。 

 （５） 補助事業者は、別に定める期間内において補助対象自動車等を処分しようとするときは、

第１３条第２項の規定に基づきあらかじめ財産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を

受けること。 

 （６） 補助事業者は、第１３条第２項の規定に基づく承認を受けた後、補助対象自動車等の処分

をした場合において、知事の請求があったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部に相

当する金額を返還すること。 

 

（補助金の支払い） 

第１０条 知事は、第８条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助事業者に対

し補助金の支払いを行うものとする。 

 

（補助事業の内容の変更等）  

第１１条 補助事業者は、補助事業の内容の変更について知事の承認を受けようとするときは、

様式第４号事業内容変更承認申請書を知事に提出しなければならない。  

２ 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止について知事の承認を受けようとするときは、様式

第５号事業中止（廃止）承認申請書を知事に提出しなければならない。  

 

（財産の管理） 

第１２条 補助事業者は、補助対象自動車等を、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業完了後４年以内に天災地変その他補助事業者の責に帰することので

きない理由により、補助対象自動車等が毀損され、又は滅失したときは、様式第６号補助対象

自動車等毀損、滅失届によりその旨を知事に届け出なければならない。 

 

（財産処分の制限）  

第１３条 交付規則第２１条の規定により財産処分の制限を受ける財産は、導入価格が５０万円

以上の補助対象自動車等とし、同条ただし書に規定する知事が定める期間（以下「処分制限期

間」という。）は、補助事業完了後、４年とする。 

２ 補助事業者は、処分制限期間内において、補助対象自動車等を処分しようとするときは、あ

らかじめ様式第７号財産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の承認をしたときは、補助事業者宛てに通知するものとし、当該処分により収

入があった場合等必要と認める場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部に相当する金額

の納付を補助事業者に請求するものとする。 

４ 補助事業者は、前項の規定による知事の請求があったときは、知事が定める期日（以下「納



付期限」という。）までに、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を納付しなけ

ればならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第１４条 知事は、 補助事業者が次のいずれかに該当したと認められるときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他の不正の手段により、又はこの要綱の規定に反して補助金の交付の決定を受け

たとき 

（２） 補助金の交付の決定の内容、これに付した条件、この要綱若しくは法令に違反し、又はこ

れらに基づく知事の請求に応じなかったとき 

２ 知事は、前項による取消しをしたときは、補助事業者に通知するものとし、既に補助金を交付し

ているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

（補助金等の返還） 

第１５条 補助事業者は、知事が前条第１項の規定による取消しをした場合において、知事の命令が

あったときは、知事が定める期日（以下「返還期限」という。）までに、交付を受けた補助金の全部

又は一部を返還しなければならない。 

 

（加算金） 

第１６条 補助事業者は、第１４条第２項の規定により補助金の返還を命ぜられた場合であって、知

事の請求があったときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該

補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除し

た額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

 

（延滞金） 

第１７条 補助事業者は、第１３条第４項の規定により補助金の全部又は一部に相当する金額の納付

を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかった場合であって、知事の請求があったときは、納

付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合

で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、第１５条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを返還期限までに納付しな

かった場合であって、知事の請求があったときは、返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならな

い。 

 

 （県の実施する普及啓発活動への協力） 

第１８条 補助事業者は、県が実施する燃料電池自動車等に係る普及啓発活動に協力するよう努める

ものとする。 

 

 （暴力団の排除） 

第１９条 第３条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象

としない。 

 （１） 補助対象自動車等の所有者又は使用者（以下「所有者等」という。）が、暴力団（暴力

団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号。以下「排除条例」という。）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は所有者等に係る役員等（申請



者が個人である場合はその者、法人である場合は役員（業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者をいう。）、団体である場合は代表者、理事等、その他経

営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）が、暴力団員（排除条

例第２条第４号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべ

き関係を有しているとき。 

２ 知事は、必要に応じ申請者又は補助事業者が、前項各号のいずれかに該当するか否かを宮城

県警察本部長に対して照会することができる。 

３ 知事は、補助事業者が、第１項各号のいずれかに該当すること又は該当するに至ったことが

判明したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 前項の規定による処分に関しては、第１４条から第１７条の規定を準用する。 

 

（届出事項） 

第２０条 補助事業者は、処分制限期間内において、補助事業者の住所又は氏名（法人にあっては、

所在地又は名称）に変更が生じたときは、速やかに様式第８号住所等変更届出書によりその旨を知

事に届け出なければならない。 

 

 （書類の整備等）  

第２１条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収

入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。  

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度か

ら５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２９年１月４日から施行する。 

２ この要綱は、平成２９年度以降において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金

にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年３月３１日から施行し、平成２９年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年１２月１２日から施行し、平成３０年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 



附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和元年１２月２５日から施行し、令和元年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年９月１０日から施行し、令和２年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２４日から施行し、令和２年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年６月３日から施行し、令和３年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年８月２５日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和６年１月１１日から施行し、令和５年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度予算に係る補助金に適用する。 



２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和６年８月９日から施行し、令和６年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年１月１５日から施行し、令和６年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年５月３０日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年９月１７日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年１２月１９日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

 

  



別表第１ 補助対象自動車等の要件（第４条関係） 

区分 要件 

燃料電池自動車 （１）国のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の対象となる燃

料電池自動車であること。 

（２）別に定める期間内に新車新規登録が行われた自動車であること。 

（３）自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が宮城県内にあること。 

（４）自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「自家用」であること。 

（５）リース車両である場合、リース契約期間が４年以上であること。 

（６）自動車販売業者が販売促進活動（展示、試乗等）に使用する車両ではな

いこと。 

（７）自動車販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているもの。 

  ※手形による購入又は支払保証方式による購入は対象外 

外部給電器 （１）燃料電池自動車と接続して使うために購入するものであること。 

（２）別に定める期間内に購入した機器であること。 

（３）未使用品であること。 

（４）外部給電器及び接続する燃料電池自動車の使用の本拠の位置の住所が宮

城県内にあること。 

（５）リース機器である場合、リース契約期間が４年以上であること。 

（６）自動車販売業者が販売促進活動（展示、試乗等）に使用する機器ではな

いこと。 

（７）販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているもの。 

  ※手形による購入又は支払保証方式による購入は対象外 

 

  



別表第２ 基準額及び補助限度額（第６条第１項関係） 

区分 銘柄 型式 基準額 

補助限度額 

地方公共 
団体 

左記以外 

燃料電池 

自動車 

トヨタ自動車

株式会社 

MIRAI 

G 

ZBA-

JPD20 

5,010,000円 

1,153,000円 576,000円 

G“A 

Package” 
5,068,000円 

G“Executive 

Package” 
5,290,000円 

Z 
5,739,000円 

Z“Executive  

Package” 
5,699,000円 

Z“Advanced 

Drive” 
6,098,000円 

Z“ Executive 

package 

Advanced 

Drive” 

6,097,000円 

トヨタ自動車

株式会社 

クラウン 

Z    

ZBA-

KZSM30 

5,950,000円 

1,063,000円 531,000円 

Z ”THE 70th” 6,178,000円 

Z ”THE 

LIMITED-

MATTE 

METAL” 

6,678,000円 

本田技研工業

株式会社 

CR-V 

e:FCEV 
ZBA-

ZC8 
3,494,000円 2,550,000円 1,275,000円 

Hyundai Mobility Japan  

株式会社 

NEXO 

ZBA-

FE120 
3,829,000円 2,155,000円 1,077,000円 

   

区分 補助限度額 

外部給電器 180,000円 

 

  



 

別表第３ 利益等排除の対象及び方法（第６条第２項関係） 

※ 製造原価については、それが補助対象自動車等に対する経費であることの証明及びその根拠となる

資料の提出を行うものとする。 

 

別表第４ 添付書類（第７条関係） 

番号 必要書類 
区分 

燃料電池
自動車 

外部 
給電器 

１ 誓約書（別記様式１） ○ ○ 

２ 

補助対象自動車等の購入代金に係る請求書又は契約書のコピー 

※ 燃料電池自動車については、車両登録番号、車体番号及び消費

税及び地方消費税を除いた車両本体価格が明記されているもの

に限る。 

※ 外部給電器については、消費税及び地方消費税を除いた機器本

体価格が明記されているものに限る。 

※ 割賦販売による購入の場合、申請者が契約者となっているロー

ン契約書のコピーが必要（申込書は不可）。 

※ リース契約の場合、リース契約書等のコピーが必要。 

○ ○ 

３ 

補助対象自動車等の代金の支払いに係る領収書等のコピー 

※ 販売会社等により真正な領収書として発行されたものに限る。 

※ 銀行振込等で領収書がないものについては、銀行発行の振込証

明書等とする。 

※ 割賦販売による購入の場合は不要。 

※ リース契約の場合、リース会社が購入した車両の本体価格がわ

かるもの。 

○ ○ 

４ 
導入した燃料電池自動車の自動車検査証、自動車検査証記録事項の

コピー 
○  

５ 

外部給電器と接続することとなる燃料電池自動車の自動車検査証、

自動車検査証記録事項のコピー 

※ 既に所有している燃料電池自動車に使用するため外部給電器

を導入した場合は、既に所有している燃料電池自動車の自動車検

査証、自動車検査証記録事項のコピーが必要。 

 ○ 

６ 振込先口座が確認できる書類（預金通帳等）のコピー ○ ○ 

７ 
登記事項証明書（全部事項証明書（現在事項証明書又は履歴事項証

明書）） 
○ ○ 

利益等排除の対象 利益等排除の方法 

申請者が補助対象自動車等

の製造者又は知事がこれと同

等と認めた者 

第５条の車両本体又は機器本体の購入価格（以下「購入価格」とい

う。）を製造原価に置き換えて補助額を算出する。ただし、製造原価

が購入価格以上の場合、購入価格により算出する。 



※ 法人の場合のみ必要。 

※ 申請日時点で、発行日から３か月以内のものに限る。 

８ 

住民票の写し 

※ 個人の場合に必要。 

※ 申請日時点で、発行日から３か月以内のものに限る。 

○ ○ 

９ 

県税納税証明書 

※ 申請者が全ての県税について未納がないことを証明している

ものが必要。 

※ 申請日時点で、直近の納税を証明したものに限る。 

○ ○ 

１０ 

役員等氏名一覧表（別記様式２） 

※ 法人及びその他の団体の場合のみ必要。 

 

○ ○ 

１１ 

導入した燃料電池自動車等の写真 

※ 使用の本拠の位置に納車又は納品された時の様子がわかるも

の。燃料電池自動車の場合は、自動車登録番号が確認できるもの

に限る。 

※ 画像データをコピー用紙等に印刷したものでも可とする。 

○ ○ 

１２ その他知事が必要と認める書類 ○ ○ 

 ※ 燃料電池自動車と外部給電器を同時に導入する場合において、重複する書類は省略できるものとす

る。 

 ※ 地方公共団体が申請者の場合、地方公共団体に関する上記の番号１、７、９及び１０の書類につい

ては、省略できるものとする。 


